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特定健康診査受診券（以下、「受診券」という。）を所属所を通じて、７月に被扶養者の皆さんにお送
りしています。（組合員の皆さんは、職場の健康診断または共済組合の人間ドックを受診することにより、
特定健診の項目全てを受診した場合には、特定健診を受診したとみなされます。）
受診券の有効期限は平成21年３月末日までとなっていますが、ぜひ早めの受診をお願いします。

特定健診を受診するときは
１．受診券を確認 受診券の氏名、生年月日を確認し、裏面に住所を記入してください。

２．特定健診の申込み
「契約健診機関一覧」で受診する健診機関を選択し、まずは健診機関にお問い合わせください。（一

覧に掲載の全健診機関が山口県保険者協議会等の集合契約に参加していますが、実際には特定健診を
行っていない場合があります。）
組合員の被扶養者が受診券を利用して特定健診を受診する場合、どの健診機関を選択しても自己負

担額は500円です。（任意継続組合員とその被扶養者は自己負担額1,000円。）

３．特定健診の受診
受診当日は受診を予約した健診機関に、組合員被扶養者証と受診券を持参してください。窓口では、

受診券とあわせて組合員被扶養者証も確認されます。

４．受診後には　健診機関または山口県医師会から健診結果の通知
健診受診後、健診結果とメタボリックシンドロームの判定が通知されます。また、健診結果の見方

や生活習慣予防などの情報提供が行われます。

特定健診は受けられましたか？

特定健診受診者の中から、特定保健指導対象者を共済組合が選定します
特定健診を受け、メタボリックシンドローム予備群あるいは該当者と判定された人は、特定保健指導

の対象者となる場合があります。これらの人の健診結果（メタボリックシンドロームのリスクの数や保
健指導の希望、年齢など）から、共済組合が特定保健指導の対象者を選定します。（平成20年度は予備群
または該当者の中から、５％程度を対象者とする計画となっています。）
対象者には共済組合から個別に通知を行うこととし、この際に「特定保健指導利用券」と特定保健指

導契約機関の一覧を送付します。対象者は、「特定保健指導利用券」をお近くの特定保健指導機関に持参
し、特定保健指導が開始されることとなります。特定保健指導は２種類ありますが、いずれも開始から
終了まで６か月かかります。
また、特定保健指導の自己負担割合は、組合員は利用料金の１割、組合員の被扶養者および任意継続

組合員とその被扶養者は利用料金の２割です。

特定保健指導の種類
※動機づけ支援…メタボリックシンドローム予備群の中から対象者を選定

個別またはグループ面接を一度行い、医師・保健師・管理栄養士などのサポートを受けながら生活
習慣改善の目標をたてます。６か月後に健康状態や生活習慣の確認が行われます。
※積極的支援…メタボリックシンドローム該当者の中から対象者を選定

個別またはグループ面接を行い、生活習慣改善の目標をたてます。一定期間、医師等のサポートを
受けながら健康づくりを継続します。実技、実習、電話やメールなどによる保健指導が３か月以上継
続して行われます。６か月後に健康状態や生活習慣の確認が行われます。

特定健診（事業所での健康診断等を含む）を
受けた組合員・被扶養者の皆さんへ
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